
します
！

★ワンストップでのご相談が可能です。
★ほくとしんきんならびに日本公庫による事
業計画策定等のサポートを受けることが
できます。
★創業後も計画達成へ向けた経営支援を受
けることができます。

★ほくとしんきんと日本公庫の連携により、創
業後の運転資金など、資金調達に関する幅
広い資金ニーズにお応えできます。
★ほくとしんきんの創業支援ローン『ドリーム』
は、事業の進渉状況に合わせて、当初より 3
年間　（最長）は必要な時に必要な資金を利
用でき、約定返済のない当座貸越を選択で
きます。
★金利の優遇メニューがあります。

★創業に役立つ各種情報が入手でき
ます。

主な支援メニュー
機能の充実相談 調達の円滑化資金 提供の充実情報

詳しくは裏面を
　御覧ください

▲

あなたの創業を

地域力のほくとしんきんと政策金融機関の日本公庫が連携

地域元気宣言の

京都北都信用金庫

応援



商品概要

ご利用いただける方
(※注 2)

ご融資金額

7,200 万円以内（うち運転資金 4,800 万円）（※注 2)

当座貸越（※注 3) 当初最長 3 年間
証書貸付（※注 3) 当座貸越期間を含め
　　　　　　　　  通算 1 0 年以内

ご融資期間
設備資金 20 年以内（うち据置期間 2 年以内）（※注 2)
運転資金 ７ 年以内（うち据置期間 2 年以内）（※注 2)

当座貸越（※注 4)：年 ３.５０% ( 固定金利）
証書貸付（※注 4)
　　　  　( 固定金利）長期プライムレート＋ １.７% 
　　　  　( 変動金利）長期プライムレート＋ １.５% 

ご融資利率

基準利率、特別利率 A・B・C・D

利率の優遇

そ　の　他

京都北都信用金庫

日本政策金融公庫

ほくとしんきん
創業支援ローン「ドリーム」

日本公庫
「新規開業資金」

各店舗（出張所を除く 37 支店）

詳しくはホームページをご覧ください。http://www.hokuto-shinkin.co.jp/

武生支店

西陣支店

舞鶴支店

越前市府中 1－2－3 ( センチュリープラザ )福井県

京都市上京区一条通御前通西入大上之町 820570-061401（ナビダイヤル）

0570-061435（ナビダイヤル）

0570-045515（ナビダイヤル）

舞鶴市字魚屋 66
京都府

当金庫の営業エリア内において新たに事業を始める
方、または事業開始後 2年以内の方で、当金庫の会
員資格を有する方

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね
７年以内の方（※注 1)

一定の要件に該当する方が必要とする資金（原則として
土地にかかる資金を除く）は特別利率が適用されます。

＜要件の例＞　（※）
●女性の方、35歳未満または55歳以上の方（特別利率A）
●創業塾や創業セミナーなど（産業競争力強化法に規定

される認定特定創業支援等事業）を受けて新たに事業
を始める方（特別利率AまたはD）

●Ｕターン等により地方で新たに事業を始める方（特別
利率AまたはB）

●地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決
定を受けて新たに事業を始める方（特別利率B）

※上記以外の要件につきましては、日本公庫の最寄りの支店まで
　お問い合わせください。

●担保・保証人：お客さまのご希望を伺いながらご相談
させていただきます。

●無担保・無保証のご融資をご希望のお客さま（新た
に事業を始める方・税務申告を２期終えていない方）
には、「新創業融資制度」をご案内させていただいて
おります。本制度の要件等につきましては、日本公庫
の最寄りの支店までお問い合わせください。

当座貸越ならびに証書貸付ともに以下の項目に該当
する場合は、１項目0.20％最大1.00％引き下げます。
●専門家から創業支援を受ける方
●創業の際に補助金等を活用される方
●創業塾等へ参加される方
●ＩターンＵターンを伴う方
●２０％超の自己資金を準備できる方
●税理士が確定している方
●日本政策金融公庫と協調して資金を調達される方
●社会課題に取り組む事業者の方

●担　保：原則不要。土地建物購入など、当金庫
が必要と判断する場合は担保を提供い
ただくことになります。

●保証人：「経営者保証に関するガイドライン」に
基づいた対応となります。

●貸付実行後は、3 ヶ月毎に事業計画の進涉など
モニタリングをさせていただきます。

1,000 万円以内
※事業開始・展開に必要な資金の 90％以内 
※開業後の運転資金は、事業計画の月商 3 ヶ月分を

限度とし、1,000 万円の範囲で上乗せも可能

(※注 1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限

ります。なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(※注 2) 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがあります。

(※注 3) 当初最長 3 年間は毎月利払方式ならびに元金随時返済方式の当座貸越を選択することができ、当座貸越期間終了後は毎月元金均等

返済方式の証書貸付とし、通算 10 年以内とします。

(※注 4) ほくとしんきんの証書貸付における変動金利は随時連動型です。なおご融資利率は金融情勢などに応じ変更する場合があります。


